
第７８号議案

芦屋市立潮芦屋交流センターの指定管理者の指定について

下記のとおり指定管理者を指定したいので、地方自治法第２４４条の２第６項の規

定により、市議会の議決を求める。

令和５年１２月１日提出

                        芦屋市長 髙 島  崚 輔 

 記

１ 管理を行わせる施設

 名 称 芦屋市立潮芦屋交流センター

所在地 芦屋市海洋町７番１号

２ 指定管理者

  名 称 ＮＰＯ法人芦屋市国際交流協会

  所在地 兵庫県芦屋市大原町２－６ ラ・モール芦屋２０３室

  代表者 会長 戸田 敬二

３ 指定期間

  令和６年４月１日から令和１１年３月３１日まで
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第７８号議案説明資料 

  芦屋市立潮芦屋交流センターの指定管理者の候補者の選定経過について 

１ 募集について 

(1) 周 知 方 法 「広報あしや」８月号及び芦屋市ホームページ等 

(2) 募集要項配布期間 令和５年８月２１日から令和５年９月２２日まで 

(3) 現 地 説 明 会 令和５年９月１日 

(4) 申 請 受 付 期 間 令和５年８月２１日から令和５年９月２２日まで 

(5) 申 請 団 体 ＮＰＯ法人芦屋市国際交流協会 

   （５０音順） 潮芦屋交流センター管理グループ 

２ 選定について 

(1) 指定管理者選定・評価委員会の設置（芦屋市立潮芦屋交流センター）の設置 

 委 員 長 倉本 宜史  京都産業大学経済学部 准教授 

 副委員長 吉富 志津代 武庫川女子大学心理・社会福祉学部教授 

委  員 富田 智和  神戸そよかぜ法律事務所 弁護士

 委  員 石井 隆之  プレミアシード合同会社 公認会計士 

 委  員 村松 紀子  愛知県立大学外国語学部 非常勤講師 

(2) 委員会の開催 

   第１回（令和５年７月３１日）   募集要項及び業務仕様書について説明、選定

基準及び審査要綱について協議及び決定 

   第２回（令和５年１０月４日）   書類審査並びに面接審査の実施方法について

協議及び決定 

     第３回（令和５年１０月１６日） 書類審査及び面接審査並びに候補者の選定 

３ 選定基準について 

７８-４２頁「芦屋市立潮芦屋交流センター指定管理者の候補者選定基準」のとお

り 
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４ 選定方法について 

  上記選定基準に基づき、法人から提出された事業計画書等の書類審査及び面接審

査を行い、選定した。 

(1) 第一次選考（書類審査） 

 施設の安全対策等、公の施設の管理者としての最低条件として、提出された申

請書類により選考し、次の条件のいずれかに該当する法人等は除外することとし

た。 

ア 提案した額が予定価格を超える法人等 

イ 経営状態について懸念のある法人等 

ウ 管理運営について懸念のある法人等 

(2) 第二次選考（書類審査及び面接審査） 

 第一次選考を通過した法人等を対象に書類及び面接による審査を行い、その後、

芦屋市立潮芦屋交流センター指定管理者候補者選定基準に基づいて採点し、指定

管理者の候補者を選定した。 

５ 審査結果（２，０００点満点） 

  ＮＰＯ法人芦屋市国際交流協会   １，４８６点（候補者） 

潮芦屋交流センター管理グループ  １，３３７点（総配点の１００分の７０を

下回ったため次点候補者としない） 
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募集要項

１ 指定管理者の募集について 

芦屋市立潮芦屋交流センター（以下「潮芦屋交流センター」という。）について、

潮芦屋交流センターの管理業務を効果的かつ効率的に行うため、地方自治法（昭和

２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項及び芦屋市立潮芦屋交流センターの設

置及び管理に関する条例第１７条の規定により、広く事業者を公募し、管理運営に

ついて創意工夫ある提案を募集するものです。 

２ 業務概要 

(1) 潮芦屋交流センターの概要 

ア 所在地及び施設概要 

(ｱ) 所在地 芦屋市海洋町７番１号

(ｲ) 面積  ４，５７０．１５㎡

(ｳ) 主な施設 

ａ 国際交流センター 

ｂ 潮芦屋集会所 

ｃ 屋外交流広場 

ｄ 駐車場 

(ｴ) 図面（募集要項末尾に添付） 

ａ 配置図

ｂ １階平面図 

ｃ ２階平面図 

イ 開館日時  

(ｱ) 開館日時 

施設名 開館日 開館時間 

国際交流センター 

潮芦屋集会所 
１月５日～１２月２

７日 

ただし、水曜日を除く

午前９時から午後９時３

０分まで

屋外交流広場 午前９時から午後９時ま

で

(ｲ) 開館日時の変更 

開館日時は、市長の承認により変更することができます。応募に当たっては

現在の開館日時を維持することを必要条件としますが、それ以外の提案（時間

延長等）も可能です。 

ウ 有料施設の利用料金 

条例で定めている施設使用料は下記のとおりです。指定管理者は条例の施設

使用料等に代えて、市長の承認を得て利用料金を定めるものとします。なお、
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募集要項

利用料金については、指定管理者の創意工夫により、条例で定める料金を上限

として、割引料金、季節料金等の設定などもできますので、ご提案ください。

また、条例改正により施設使用料を変更した場合は、利用料金や指定管理料 の

変更について、別途協議するものとします。 

(ｱ) 有料施設を利用する場合の施設使用料 

ａ 国際交流センター 

室名 広さ 収容人員 

施設使用料金（円） 

朝 昼 夜 

午前９時～正午
午後１時～ 

午後３時 

午後３時～ 

午後５時 

午後６時～ 

午後９時３０

分 

多 
目 
的 
室 

２０１室 ７９m２多目的室

（１８

０） 

４８人 ２，４４０ １，４２０ １，４２０ ３，１５０

２０２室 ７９m２ ４８人 ２，４４０ １，４２０ １，４２０ ３，１５０

２０３室 ７９m２ ４８人 ２，４４０ １，４２０ １，４２０ ３，１５０

２０４室 ７２m２ ４４人 ２，２４０ １，３２０ １，３２０ ２，９５０

２０５室 ４３m２ ２６人 １，３２０ ８１０ ８１０ １，７３０

２０６調理・

試食室 ７８m２ ３０人 ４，１７０ ２，４４０ ２，４４０ ６，０００

ｂ 潮芦屋集会所 

室名 広さ 収容人員 

施設使用料金（円） 

朝 昼 夜 

午前９時～正午 午後１時～午後５時
午後６時～ 

午後９時３０分 

１０１室 ５２m２ ３２人 １，７３０ １，９３０ ２，２４０

１０２室 ３５m２ ２２人 １，２２０ １，５２０ １，８３０

１０３室 １７m２ １２人 ７１０ ８１０ １，０１０

１０４和室 ８畳 １６人 １，０１０ １，１２０ １，２２０

ｃ 屋外交流広場 

区分 

施設使用料金（円） 

午前９時～ 

午前１１時 

午前１１時～

午後１時 

午後１時～ 

午後３時 

午後３時～ 

午後５時 

午後５時～ 

午後７時 

午後７時～ 

午後９時 

屋

外

交

流

広

場

テニス 

コートA １，４４０ １，４４０ １，４４０ １，４４０ １，４４０ １，４４０

テニス 

コートB １，４４０ １，４４０ １，４４０ １，４４０ １，４４０ １，４４０

テニス 

コートC １，４４０ １，４４０ １，４４０ １，４４０ １，４４０ １，４４０

備考 
１ 次の各号に掲げる使用をするときは、当該各号の使用に応じ、それぞれ当該各号に定
める額をこの表の施設使用料に加算する。 
(1)  市外の居住者及び市外の団体等が使用するとき 使用区分に係る施設使用料の 

１０割の額 
(2) 使用者が入場料その他これに類するものを徴収するとき。 

ア 入場料等が１，０００円以下のとき 使用区分に係る施設使用料の３割の額 
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募集要項

イ 入場料等が１，００１円以上のとき 使用区分に係る施設使用料の５割の額 
(3) 営利につながる展示（即売は禁止）のために使用するとき 使用区分に係る施設

使用料の５割の額 
２ ２区分以上の区分を引き続いて使用しようとするときは、当該引き続いて使用する区
分の間の時間は使用に供して差し支えないものとし、この間の使用料は徴収しない。 

３ 収容人員の欄の（ ）書は、最大収容人員とする。 

(ｲ) 利用料金の減免 

  a  全額減免 

(a)  芦屋市が主催する行事に使用するとき。 

     (b)  潮芦屋地区の地域住民で組織した公共的団体のうち、その規約に定め

る地域活動を目的とした行事で市長が認めたものに使用するとき（テニ

スコートとして屋外交流広場を使用する場合を除く。）。 

     (c)  その他市長が特に必要と認めたとき。 

    b  ３割減免 

(a)  芦屋市が共催する行事に使用するとき。 

(b)  芦屋市社会教育関係団体の登録に関する規則（昭和５２年芦屋市教

育委員会規則第４号）第５条の規定により承認された団体が条例第１

条の目的のために使用するとき（テニスコートとして屋外交流広場を

使用する場合を除く。）。 

(c)  芦屋市民会館条例施行規則（昭和４４年芦屋市規則第３４号）第 

１９条の規定により指定された団体が条例第１条の目的のために使

用するとき（テニスコートとして屋外交流広場を使用する場合を除

く。）。 

(d)  芦屋市福祉センターの管理に関する条例施行規則（平成２２年芦屋

市規則第３４号）第６条第１項に規定する福祉団体が条例第１条の目

的のために使用するとき（テニスコートとして屋外交流広場を使用す

る場合を除く。）。 

(e)  市内に所在する国及び地方公共団体の機関が直接公共のために使用

するとき。 

(f)  その他市長が特に必要と認めたとき。 

 (2) 管理運営方針 

指定管理者の創意工夫に基づいた管理運営により、質の高いサービスを潮芦

屋交流センター利用者に提供するとともに、管理運営費の節減を図ることを期待
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募集要項

しています。 

ア 基本方針 

国際交流センター、潮芦屋集会所は市民の国際交流活動の推進や地域社会に

おける相互の親睦及び文化活動の拠点として親しまれています。一方、屋外交

流広場は住宅地と近接しているため、利用者や近隣住民の声を大切にしながら、

健康増進の寄与を目的とし、広く市民が利用できるように公平・公正な管理運

営を行ってください。 

イ 維持管理方針 

施設や設備については、全ての施設を清潔に保ち、かつ機能を正常に保持し、

利用者が快適かつ安全に利用できるよう、適正な管理と保守点検を行ってくだ

さい。 

植栽管理については、原則、別紙「潮芦屋交流センターの指定管理者による

管理運営業務 仕様書」（以下、「仕様書」とする）を基本に、より質の高い適

正な維持水準を保てるよう必要な管理を行ってください。 

ウ 運営方針 

市民の多様なニーズに応えるため、常に利用者の声を聴取し、反映できるも

のは取り入れてください。 

施設利用の活性化を図るため、市民参加・市民協働の実現と諸活動団体の育

成・支援に努めてください。 

エ 法令等の遵守及び利用者の安全性・快適性を考慮した管理運営 

仕様書に定める法令等を遵守し、施設利用者の安全性及び快適性に考慮した

管理運営を行ってください。 

３ 業務内容 

(1) 業務内容 

指定管理者は以下の業務を行うこととします。 

ア 施設全般の管理運営に関する業務 

(ｱ) 施設の経営マネジメント業務 

(ｲ) 施設の総務・経理業務 

(ｳ) 施設の集客促進業務 

(ｴ) 防火管理 

(ｵ) 備品の管理 

(ｶ) 事業報告書の作成及び提出 
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募集要項

(ｷ) 業務日誌の作成及び月報の提出 

イ 施設の管理運営に伴う業務 

(ｱ) 受付及び案内 

(ｲ) 利用料金の徴収、返還 

(ｳ) 利用者の誘導、整理及び安全確保 

(ｴ) 傷病者等の救護措置、状況報告等 

(ｵ) 利用状況の集計及び報告 

(ｶ) 備品の管理 

 (ｷ) インターネット予約システム（施設予約管理システム） 

窓口等でインターネット利用登録をし、かつインターネット利用登録した団

体は、施設の利用申込み、利用状況の確認ができます。 

指定管理者は利用者登録の電子化に対応するため、システム管理会社と調整

を行い、利用者サービスの維持に努めてください。 

ウ 建物及び附属設備の維持管理業務 

(ｱ) 運転監視及び保安業務 

各施設を安全かつ効率よく運転・監視するとともに、適切な保安業務を実

施してください。 

(ｲ) 清掃等 

常に施設の環境を良好に保ってください。 

(ｳ) 建物の維持管理 

常に建物を良好に維持してください。 

(ｴ) 設備・機械等の保守点検 

必要に応じ、設備・機械等の保守点検を実施してください。 

(ｵ) 駐車場の管理 

路上駐車の注意の呼びかけ及び混雑時には整理・誘導を行ってください。 

(ｶ) 消耗品の補充等 

施設運営に係る必要な消耗品は、指定管理者において適宜補充、交換等を

行ってください。 

(ｷ) 空調管理 

     利用者が快適に過ごせるよう空調管理すること。 

エ その他の業務 

(ｱ) 多文化共生推進事業  

(ｲ) 市内在住外国人に対する支援事業 
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募集要項

(ｳ) 国際交流関係団体のマネジメント、活動等の支援に関すること 

(ｴ) 姉妹都市交流事業 

(ｵ) 施設運営に関すること 

オ 施設を活用した事業の実施（指定管理者の自主事業等） 

 (ｱ)  多文化共生、市内在住外国人の支援に関する、施設を活用した事業を、指

定管理者の経費負担により実施してください。 

(ｲ) 施設を活用した事業の企画・運営に当たっては、地域住民や市民との協働

事業を積極的に実施してください。ただし、宗教活動、政治活動、公序良俗

に反する活動は禁止です。 

(ｳ) 事業の実施に当たっては、事業計画を事前に市に提出し承認を得てくださ

い。 

(ｴ) 自主事業に係る参加費を参加者より徴収する場合は、これを指定管理者の

収入とします。 

(ｵ) 自動販売機の設置は、指定場所のみとし、別途、使用料を徴収します。 

カ 事業報告書等の提出 

指定管理者は、毎年度終了後、自主事業の状況、利用状況、管理運営状況、

利用料金等の収入状況、管理運営に要した経費等の収支状況などを記載した事

業報告書を市長あてに提出するほか、管理運営の状況について毎月、市に報告

しなければなりません。 

キ 市等の主催等の行事に関する事業 

市等の主催の行事の受け入れ及び運営に協力をしてください。 

(2) 業務の委託 

指定管理者は、業務の一部を第三者に委託することができます。その場合は、

市内企業育成等のため、市内の企業を最優先として活用してください。 

４ 応募資格 

法人又は団体（以下「法人等」という。）が対象で、法人格の有無は問いません。

ただし、個人は対象となりません。 

(1) 単独の法人等で申請する場合 

兵庫県又は大阪府内に本社、支社、営業所等の事業所があること。 

(2) 複数の法人等による連合体（以下「連合体」という。）で申請する場合は、次

の条件の全てに該当しなければなりません。 
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募集要項

ア 連合体を構成する法人等（以下「連合体構成法人等」という。）の数は２以

上とし、それら連合体構成法人等の中から代表する法人等を選出していること。 

イ 連合体構成法人等のいずれも上記(1)の条件を満たすこと。 

(3) 複数応募の禁止 

ア 連合体構成法人等は２以上の本申請に係る連合体構成法人等になることが

できません。 

イ 単独で指定管理者の申請をする法人等は、本申請に係る連合体構成法人等に

なることができません。 

(4) 欠格事項 

次に該当する法人等は、応募することができません。 

ア 地方自治法施行令第１６７条の４（一般競争入札の参加者の資格）の規定に

該当する者 

イ 応募書類提出時点において、本市の一般競争入札の参加停止又は指名競争入

札の指名停止等措置を受けている者、またはそれに準じるもの。 

ウ 連合体構成法人等又はその代表が、芦屋市暴力団排除条例第２条１号から３

号までに規定する者又は指定管理者としてふさわしくない者 

エ 法人税、消費税、地方消費税、府県民税及び市町村民税を滞納している者 

オ 本市、他の自治体を問わず、指定管理者の指定の取り消しを受けた者 

カ 本市、国や県等の公的機関による許認可取り消し等の行政処分及び業務改善

等の行政指導を過去３年以内に受けている者 

キ 指定管理業務に関連する業務に係る訴訟が係属中のもの及び過去３年以内

に敗訴している者 

ク 会社更生法、民事再生法に基づき更生又は再生手続きをしている法人等 

ケ 現在、役員に破産者又は禁固以上の刑に処されている者がいる法人等 

(5) 連合体構成法人等の構成員の変更 

連合体で応募する場合、代表する法人等及び連合体構成法人等については、業

務遂行上支障がないと本市が判断した場合、変更を認めることがあります。その

場合には、連合体の協定書のほか、必要に応じ応募書類の再提出を求めます。 

(6) 申請する法人等（連合体の一部を含む）が、指定期間中に合併、その他の事由

により法人等の名称、形態が変更となることがあらかじめ見込まれる場合には、

必要に応じ追加の書類の提出を求めます。 

５ 応募方法 

78-10



募集要項

(1) 応募書類 

応募に当たっては、資料ごとにインデックスを貼付した仕切り紙を挿入してく

ださい。また、様式２は必ずページ番号を記載してください。なお、提出部数は

正本１部、副本５部及び応募書類の「ワードまたは PDF データ（パスワードを設

定してください）」の入ったＣＤ等を提出していただきます。提出の際に、パスワ

ードをお伝えください。 

ア 「芦屋市立潮芦屋交流センター指定管理者指定申請書」（様式１） 

(ｱ) 連合体応募の場合は構成団体表及び連合体結成に係る協定書又はこれに相

当する書類（様式は任意）＊代表者の権限や構成団体の役割分担及び責任分

担等を明記してください。 

(ｲ) 法人等の組織、沿革その他事業の概要を記載した書類 

イ 「芦屋市立潮芦屋交流センター事業計画書」（様式２） 

(ｱ) 法人等の概要説明書 

(ｲ) 管理運営に当たっての基本方針 

(ｳ) 管理体制 

(ｴ) 施設の維持・管理運営 

(ｵ) 事業への取り組み 

(ｶ) 自主事業案 

(ｷ) 管理運営費 

(ｸ) 人件費及び損害保険料内訳 

     ※管理運営費、人件費及び損害保険料内訳は、令和６年４月１日から令和

１１年３月３１日までの期間について、毎年度の経費で算出してくださ

い。 

ウ 「指定管理者の申請に係る誓約書」（様式３） 

エ 添付書類 

(ｱ) 定款、寄附行為（法人以外の団体にあってはこれに相当する書類） 

(ｲ) 法人登記簿謄本、印鑑証明書（法人のみ） 

(ｳ) 法人税、消費税、地方消費税、県税及び市町村税の各納税証明書 

(ｴ) 法人税、消費税及び地方消費税の申告書 

(ｵ) 直近３年間の法人等の財務状況に関する書類（損益計算書、貸借対照表、

法定監査を受けた場合の監査報告書）

(ｶ) 法人等の設立趣旨、運営方針、事業内容等の概要が分かるもの 

(ｷ) 事業実績等の概要が分かるもの 
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(ｸ) 代表者履歴、役員名簿

(ｹ) その他本市が必要と認めた書類等 

連合体構成法人等の応募の場合は、連合体構成法人等を構成する全ての法

人等について、上記の添付書類を提出してください。 

(2) 募集要項の配布 

募集要項を令和５年８月２１日（月）から令和５年９月２２日（金）までの

期間に、市ホームページから各自でダウンロードしてください。  

 (3) 現地説明会 

令和５年９月１日（金）午前１０時から現地説明会を開催します。 

参加希望の方は、令和５年８月２８日（月）までに参加予定人数（３名まで）

を「芦屋市立潮芦屋交流センター現地説明会出席申込書」（様式６）で、Ｅメー

ルにて広報国際交流課代表アドレス（kokusai@city.ashiya.lg.jp）まで送信し

てください。 

(4) 応募書類の受付 

応募書類は令和５年８月２１日（月）から令和５年９月２２日（金）まで（土

曜日、日曜日を除く。）受付します。ホームページからダウンロードできる期間も

同じ期間です。 

ア 受付場所 企画部市長公室広報国際交流課 

イ 受付時間 午前９時から午後５時３０分まで（１２時から１２時４５分を除

く。）なお、提出期限後の変更及び追加は認めません。 

ウ 応募書類等は必ず持参してください。 

エ 応募に要する経費については、申請者の負担とします。 

オ 本市が必要と認めるときは、期間を定めて追加書類の提出を求めることがあ

ります。 

カ 提出された書類は、これを書き換え、差し替え、又は撤回することはできま

せん。 

キ 提出された書類は、いかなる理由があっても返却しません。 

ク  申請書類の作成に用いる単位は計量法に定めるものとし、使用通貨は日本円、

使用言語は日本語とします。時刻は、日本標準時とします。 

(5) 質問及び質問に対する回答 

ア 質問の方法 

質問の要旨を簡潔にまとめ、「芦屋市立潮芦屋交流センター指定管理者募集

要項に関する質問書」（様式４）を持参するか、Ｅメールにて広報国際交流課代
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表アドレス（kokusai@city.ashiya.lg.jp）まで送信してください。なお、Ｅメ

ールの件名は「潮芦屋交流センター指定管理質問票」としてください。 

イ 質問の受付期間 

令和５年８月２５日（金）から９月４日（月）まで（土曜日、日曜日を除く。）

受付します。 

午前９時から午後５時３０分まで（１２時から１２時４５分を除く。）です。 

ウ 質問の受付場所 

〒６５９－８５０１ 芦屋市精道町７番６号  

芦屋市 企画部 市長公室 広報国際交流課 

エ 質問に対する回答の方法 

質問の都度、適時Ｅメールで回答します。最終回答は令和５年９月１５日

（金）までに行います。 

なお、質問内容が法人等独自の提案に係ると本市で判断されるものについて

は、当該法人等のみにＥメールで回答し、それ以外については市ホームページ

に掲載します。 

６ 指定管理候補者選定の基準等 

(1) 選定方法 

芦屋市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例の規定に基づき、芦屋

市指定管理者選定・評価委員会で、書類審査及び面接審査により選定します。審

査は、WEB 会議システムを利用する場合があります。選定・評価委員会の開催要

旨、審査過程の概要（選定方法、応募団体名等）、選定基準はホームページ等で公

表します。 

(2) 面接審査 

書類審査の結果、面接審査を実施します。面接を実施する法人等（連合体を含

む。）には、日時、場所、出席人数等について後日連絡します。 

(3) 選定基準 

選定・評価委員会は、次の項目を基本に、公平かつ適正に審査し、選定します。 

ア 管理運営に当たっての基本方針 

(ｱ) 管理運営に当たっての基本方針について 

(ｲ)  団体の理念及び運営方針について 

(ｳ)  団体の業務推進能力について 

イ 管理体制 
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(ｱ)  潮芦屋交流センターの管理体制について 

(ｲ)  緊急時の対応について 

ウ 施設の維持・管理運営 

(ｱ)  施設の維持管理について 

(ｲ)  個人情報保護の措置について 

(ｳ)  管理の質及び利用者サービス向上の取り組みについて 

(ｴ) 有料施設の管理運営について 

エ 事業への取り組み 

(ｱ)  多文化共生推進事業について 

(ｲ)  市内在住外国人に対する支援事業について 

(ｳ)  国際交流関係団体のマネジメント、活動等の支援について 

(ｴ)  姉妹都市交流事業について 

オ 自主事業案 

 (ｱ) 事業内容について 

(ｲ) 地域コミュニティ発展への取り組みについて 

(ｳ) 創意工夫について 

カ 管理運営費 

予定価格は、５年間で１７７，４９０千円（税込）であり、応募者が提案し

た額（以下「提案額」という。）がこの金額を上回る場合は失格とします。 

なお、消費税及び地方消費税の税率は、１０％で算出してください。 

(ｱ) 管理運営費の提案に工夫が見られるか 

(ｲ) 管理運営費の積算の根拠が明確で適切になっているか 

(ｳ) 適正な人件費になっているか 

(ｴ) 適正な損害保険加入になっているか 

(4) 選定結果 

応募された法人等（連合体を含む。）に、文書で選定結果を通知します。

応募された法人等については、法人等名、審査基準の大項目ごとの得点、合計

点、選定理由及び評価をホームページ等で公表します。

(5)  選定後の提出書類

   指定管理者の候補者については役員等が暴力団等に該当しない旨等を記載した

「誓約書」（様式７）、「役員名簿」（様式８）、法令遵守「誓約書」（様式９）、「利

用料金承認申請書」（様式１０）を協定締結前までに提出してください。連合体構

成法人等の応募の場合は、連合体構成法人等を構成する全ての法人等分を提出し
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てください。

７ 指定及び協定の締結

(1) 指定手続 

指定管理者の候補者については、地方自治法の規定に基づき、指定管理者とし

て指定する議案を市議会に対し提出し、議決後に指定管理者として指定します。 

市議会の議決を得られないとき、又は指定手続の過程で指定管理者に指定する

ことが著しく不適当と認められる事情が生じたとき等の場合には、指定管理者の

候補者を指定管理者に指定しないことがあります。 

この場合、市は、次点候補者と協議を行い指定管理者の候補者として繰上げ、

市議会の議決を経て指定管理者として指定する場合があります。 

なお、指定管理者の候補者を指定管理者として指定しないこととした場合であ

っても、当該施設にかかる業務及び管理の準備のため支出した費用等については、

一切補償しません。 

(2) 協定の締結 

市議会の議決により指定管理者に指定された後に、基本協定及び実施協定を締

結します。 

(3) 指定期間 

令和６年４月１日から令和１１年３月３１日までの５年間 

※ただし、この期間は市議会での議決により確定します。 

(4) 管理運営費 

必要な管理運営費について、応募者は事業計画書に提案額を記載してください。

提案額を踏まえ、年度ごとに市の予算の範囲内で協議を行い、協定を締結します。

ア 負担区分

潮芦屋交流センターの管理運営に必要な経費は、市が別途措置する修繕費及

び備品購入費以外については、全て指定管理者の負担となります。

なお、潮芦屋交流センターの管理運営に当たっては、主として次表の経費が

必要となります。

区分 詳細内容

人件費 従業員給料、社会保険料等

修繕費 施設・設備の修繕等

一般管理費 備品費、新聞・図書費等

事務費 印刷製本費、通信運搬費、消耗品費、事務機器リース
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料等

光熱水費 電気及び上下水道使用料

設備保守・清掃・

植栽・点検等

消防設備、電気設備、簡易専用水道設備、空調設備、

制御設備等の保守点検、法定点検手数料、清掃、植栽・

花壇育成管理費等

事業費

多文化共生推進事業、市内在住外国人に対する支援事

業、国際交流関係団体のマネジメント、姉妹都市交流

事業等

自主事業費 上記以外の事業費

その他 公課費、保険料等

イ 指定管理料の支払い

会計年度（４月１日から翌年３月３１日まで）を基準とし、四半期毎に支払

います。

ウ 管理口座

経費は、法人等自身の口座とは別に指定管理業務専用口座を設けて管理して

ください。

(5) 有料施設の利用料金

有料施設の利用料金は、指定管理者の収入として取り扱います。

また、指定管理者となった法人等は、芦屋市と利用料金額の設定等に係る協議

を行い、条例の範囲内で利用料金額を決定します。

８ スケジュール

(1) 募集の開始： 令和５年８月２１日（月） 

(2)  募集要項等配布期間： 令和５年８月２１日（月）～令和５年９月２２日（金） 

(3)  現地説明会： 令和５年９月１日（金） 

(4)  質問事項の受付期間： 令和５年８月２５日（金）～９月４日（月） 

(5)  質問の回答： 令和５年９月１５日（金）まで 

(6)  応募書類受付期間： 令和５年８月２１日（月）～令和５年９月２２日（金） 

(7)  選定結果の公表、応募者への通知： 令和５年１０月下旬 

(8)  市議会における議決： 令和５年１２月初旬 

(9)  指定管理者の指定（告示）： 令和６年１月初旬 

(10) 協定の締結： 令和６年１月 

(11) 業務引継ぎ： 令和６年１月～３月 

(12) 管理の開始： 令和６年４月１日
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９ 応募に関する留意事項

(1) 選定審査対象からの除外 

次の要件に該当する場合については失格とし、審査の対象から除外します。 

また、連合体で申請する場合においては、連合体構成法人等が次の要件に該当

する場合は、連合体による申請を失格とします。 

ア 提出書類に虚偽の記載があった場合 

イ この要項に違反又は著しく逸脱した場合 

ウ 提出期間内に提出書類等が提出されなかった場合 

エ その他不正行為があった場合 

(2) 応募書類の取扱い 

応募書類は芦屋市情報公開条例第７条に掲げる非公開情報を除き、公表するこ

とがあります。 

(3) 応募の辞退 

応募受付後に辞退する場合は、「辞退届」（様式５）を提出してください。 

(4) 提出書類の著作権 

本市が提示する設計図書等の著作権は芦屋市及び作成者に帰属し、応募者の提

出する書類の著作権はそれぞれの応募者に帰属します。 

なお、本市が必要と認めるときは、本市は提出書類の全部又は一部を使用でき

るものとします。 

(5) 応募時に既に団体名称等のほか、合併その他の事由による団体の形態・性格等

の変更の予定がある場合は、必ず事業計画等に記載すること。

例：「株式会社○○」（新社名 △△株式会社 令和●年●月●日に商号変更予

定） 

(6) 利用者の利便性向上のため、令和５年度には本市の施設予約管理システムにキ

ャッシュレス決済機能を付加します。本指定期間当初から、市民が施設予約管理

システム上でキャッシュレス決済が可能となるよう、指定管理者には契約主体と

して、決済代行事業者との契約を締結いただきます。なお、サービス開設等の導

入費・維持費・各種手数料は全て指定管理者の負担とします。費用に係る参考資

料は別紙をご覧ください。 

１０ 指定管理者制度に関する留意点

(1) 事業計画書の提出 

指定管理者は、毎年度ごとに次年度の年次事業計画書を次年度の開始１月前ま
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でに市に提出し、承認を受けるものとします。また、年次事業計画書に記載され

た講習会、イベントなどについては、個別事業計画書を、実施日（募集開始日を

含む。）の１月前までに市に提出し、承認を受けるものとします。 

(2) 管理状況の確認調査及び評価 

市は、協定に従い適正かつ確実な管理が実施されているかどうか、安定的継続

的に管理業務の提供が可能な状態にあるかどうか等、管理状況について随時又は

定期的な確認調査を行うとともに年度終了後の事後評価を実施します。指定管理

者は、毎月に月次報告書、年度終了後に事業報告書を提出するものとし、確認調

査及び事後評価に協力していただきます。また、指定期間中に第三者による評価

を実施します。 

なお、調査については、人事・経理に係る帳簿、契約書類等を対象とします。

評価結果については、市が別に定める様式によりホームページ等で公表します。 

(3) 経営状況の確認 

経営の健全性を証するため、指定管理者が会社法、特定非営利活動促進法及び

その他関係法令で求められる計算書類及び監査報告書を、指定管理者の毎事業年

度終了後３か月以内に市に提出するものとし、確認調査に協力していただきます。 

(4) 利用者アンケート調査 

指定管理者は、利用者等の意見及び要望を把握するため、市と協議した様式に

より継続的に、利用者等を対象としてアンケート調査を実施することとします。

また、調査結果について分析及び評価を行い、その後の管理業務への反映に努め

るものとします。また、その内容を施設内に掲示するとともに、市にその結果を

報告していただきます。 

 (5) 指定の取消し等 

指定管理者の候補者が、正当な理由なくして協定の締結に応じない場合は、指

定管理者の議決後においても、指定管理者の決定を取り消すことがあります。

指定管理者が事業の履行が確実でないと認められるとき、履行した内容が本市

の求める水準を著しく下回ったとき、指定期間中に暴力団等の介入が認められた

とき、又は著しく社会的信用を失う等により指定管理者としてふさわしくないと

認められるときは、指定管理者の指定を停止又は取り消すことがあります。この

場合は、指定管理者の損害に対し市は賠償しません。

また、取消しに伴う芦屋市の損害について、指定管理者に損害賠償を請求する

ことがあります。

(6) 潮芦屋交流センターにおいて発生した事故への対応 
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指定管理者の責めに帰すべき事由により、本市又は第三者に損害を与えた場合

には、指定管理者がその損害を賠償することになります。 

施設において事故が発生した場合に備えて、指定管理者はあらかじめ事故対応

マニュアルを定めるとともに、事故発生時には直ちにその旨を本市に報告するこ

ととします。 

(7) 個人情報の保護 

指定管理者は、個人情報の保護に関する法律に基づき、管理業務を行うに当た

って保有することとなる個人情報の保護について、万全な措置を講じることとし

ます。 

指定管理者は、個人情報の保護に関して、研修等に参加させるとともに、施設

従事者に対し必要な研修を実施することとします。詳細は仕様書別紙「個人情報

の取扱いに関する特記事項」を参照ください。

(8) 情報公開 

芦屋市情報公開条例の趣旨に基づき、その管理に関する情報の公開を行うため

の必要な措置を講ずるよう努めるものとします。 

また、市から潮芦屋交流センターに関する文書であって市が保有していないも

のに関し閲覧、写しの交付等の申出があったときは、提出に応じるよう努めるも

のとします。 

(9) 文書の管理・保存 

指定管理者が業務に伴い作成し、又は受領した文書等は芦屋市文書取扱規程（平

成１９年訓令甲第６号）（及び芦屋市教育委員会文書管理規則（昭和４３年教育委

員会規則第１１号））に基づき、適正に管理・保存するものとします。 

（10） 内部通報処理の仕組みの整備 

指定管理者は、公益通報者保護法（平成１６年法律１２２号）により、通報・

相談窓口の設置内部規程の整備を行う必要があります。 

 (11) 使用許可等 

指定管理者は、条例の規定に基づき使用許可等の行政処分を行うことができま

すが、芦屋市行政手続条例における「行政庁」に相当することとなるため、当該

処分について、行政事件訴訟法第１１条第２項の規定による取消訴訟の被告とな

る場合があります。 

(12) 防犯カメラ 

指定管理者は、芦屋市庁舎内の防犯カメラの設置及び管理に関する要綱第３条

に規定する管理責任者を置き、要綱の規定に基づきその管理を行うための必要な
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措置を講ずるものとします。 

(13) 公租公課の取扱い 

本件により指定管理者が管理することとなる潮芦屋交流センターについて、法

人市民税、事業所税、新たに設置した償却資産に係る固定資産税の納税義務者と

なる可能性があります。指定管理者制度における事業所税の事業主体（納税義務

者）の判定は、収益の帰属（利用料金制度採用の有無）により行うこととなりま

す。利用料金制度が採用されている公の施設の管理運営事業は事業所税の課税上

は収益事業として扱われ、その指定管理者は事業所税の課税対象となる可能性が

あります。事前に必ず確認するなどして注意願います。（詳しくは市課税課固定

資産税係（0797-38-2017）まで相談してください。）なお、国税については税務
署、県税については県税事務所へお問い合わせください。

(14) 避難所等 

潮芦屋交流センターは、地震、大火災などの災害発生時には、芦屋市地域防災

計画において、避難所、指定緊急避難所、外国人相談所、自主避難所として位置

付けしており、緊急的に避難者の誘導等の対応が必要な場合は行っていただきま

す。 

なお、外国人相談所については、運営に関する協定の締結に関する協議を求め

ることがあります。 

(15) 施設の維持管理費の縮減に係る積極的な提案 

指定管理者は、施設の維持管理費の縮減に係る事項について、市に積極的に提

案すること。 

(16) ネーミングライツ導入時の協力 

市がネーミングライツ等の維持管理費の確保に係る制度を導入する場合は、協 

力すること。 

１１ 業務の引継ぎについて

   仮基本協定を締結した法人等は仮基本協定締結の日から令和６年３月末日ま

での間に下記事項について業務の引継ぎを現在の指定管理者と行っていただき

ます。 

 (1) 協定項目についての市との協議 

(2) 配置する職員等の確保、職員研修 

(3) 業務等に関する各種規程の作成、協議 

(4) 現行の指定管理者からの業務引継ぎ 
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(5) 年度契約の必要な施設保守点検業務等の契約の準備 

    なお、当該業務引継ぎ等に要する経費については、指定管理者の負担とし、

市の負担とはしません。 

    令和６年４月１日から通常業務を行っていただきますので、円滑に業務が履

行できるよう、それまでに充分な引継ぎを行ってください。 

１２ 問合せ先

〒６５９－８５０１ 芦屋市精道町７番６号

芦屋市企画部市長公室広報国際交流課

電話 (0797)38-2008  ファクス(0797)38-2152
Ｅメール  kokusai@city.ashiya.lg.jp 
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＜参考＞ 

※ 令和元年度から令和５年度までの管理運営費 

芦屋市立潮芦屋交流センター管理運営費（消費税及び地方消費税相当額を含む。） 

（金額：千円） 

項目 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 
（予算額） 

（収入） 
利用料金収入 
指定管理料収入 
本来事業収入 
多文化共生推進事業 

市内在住外国人に対する支援事

業 

姉妹都市交流事業

自主事業収入 
語学教室 

国際親善イベント(文化祭等) 

国際理解を深める事業 

その他 
受取利息 
支援金 
雇用調整助成金 
支援事業補助金 

14,630
19,100

57
204
100

2,514
218
1,159
96
4
―
―
―

12,298
18,760

0
191
0

2,177
0
482
63
4

1,229
476
194

17,699
18,760

162
137
0

2,374
0
170
91
1

15,308
19,520

72
228
0

2,169
147
1,003
48
1

15,416
18,760

80
229
125

7,856
0

1,184
25
1

計 38,082 35,874 39,394 38,496 43,676

 ※多文化共生推進事業として国際理解講演会を、年１回開催しています。 

※日本語教室は、週５コマ(90 分)マンツーマン方式で開催し、受講者から１コマ 200 円、子ど

もの日本語教室は週１コマ(90 分)グループレッスン又はマンツーマン方式で教材費年 1、000

円の実費相当分を徴収しています。 

（金額：千円） 

項目 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 
（予算額） 

（支出） 
人件費 
修繕費 
その他支出 
本来事業収入 
多文化共生推進事業 

市内在住外国人に対する支援事

業 

国際交流関係団体のマネジメント等の支援 

姉妹都市交流事業

自主事業収入 
語学教室 

国際親善イベント(文化祭等) 

国際理解を深める事業 

16,597
587

16,749

64
165
1,226

2,187
259
833

15,591
472

17,180

0
123
11
8

1,890
0
515

15,706
1,357
18,808

196
108
0
188

1,977
0
214

15,616
1,653
18,949

150
124
0
626

1,784
156
651

17,012
300

16,118

72
191
0

1,645

7,344
30
963

計 38,667 35,790 38,554 39,709 43,674
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＜参考＞ 令和元年度 芦屋市立潮芦屋交流センター利用料金収入状況 

予約キャンセル返還差額    ４９，６００円 

附属設備等         ６１９，４６０円 

駐車場         ２，１４１，５００円 
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＜参考＞ 令和２年度 芦屋市立潮芦屋交流センター利用料金収入状況 

予約キャンセル返還差額    ２１，３００円 

附属設備等         ４８３，３３０円 

駐車場         １，５２２，７００円 
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＜参考＞ 令和３年度 芦屋市立潮芦屋交流センター利用料金収入状況 

予約キャンセル返還差額    ４８，４４０円 

附属設備等         ４３０，２３０円 

駐車場         １，４６２，２００円 
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＜参考＞ 令和４年度 芦屋市立潮芦屋交流センター利用料金収入状況 

予約キャンセル返還差額    ４６，７６０円 

附属設備等         ６０９，８００円 

駐車場         １，６７５，５００円
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６ 指定管理者が行う管理運営業務 

(1) 施設利用の許可等 

ア 施設の入館許可等 

指定管理者は、施設の利用の許可権を有し、施設の目的に沿った利用を利

用者に確認するとともに、利用基準に基づいて利用の公平と平等を確保する

ものとする。 

イ 利用申請の受付及び利用許可等 

国際交流センター、潮芦屋集会所、屋外交流広場の利用許可については、

芦屋市立潮芦屋交流センターの設置及び管理に関する条例、同施行規則のとおり

取り扱うものとする。 

(ｱ) 予約・受付業務 

ａ 芦屋市立潮芦屋交流センターの設置及び管理に関する条例、同施行規則に

基づき、施設予約管理システムを使用し、予約・受付業務を行うこと。 

ｂ 予約に関して問い合わせを受けた場合は、登録方法、利用方法、利用

料金等を併せて説明すること。 

ｃ 潮芦屋交流センターの運用状況に変更がある場合は、別途指示する。 

ｄ 開館時間中、施設利用の受付・徴収・許可等の管理業務を行うこと。 

(ｲ) 使用の変更受付 

使用日の１４日前までに限り、使用日等の変更を受け付けること。 

管理者によって特別にその必要性があると判断する場合は、上記以降

の日においても変更できる。 

(ｳ) 雨天等、天候が不良な場合は、指定管理者が施設利用の可否を判断する

こと。 

ウ 利用料金徴収業務 

(ｱ) 徴収した利用料金は、指定管理者の収入とする。 

(ｲ) 利用料金徴収時に使用者に領収書を交付すること。 

(ｳ) 帳簿を用いて利用料金収入を整理すること。 

(ｴ) 指定管理者は市長の承認を得て、利用料金を定めるものとする。（芦屋

市立潮芦屋交流センターの設置及び管理に関する条例別表第１及び第２

に定める使用料金以下とする。） 

(ｵ) 指定管理者の責任で、契約事務や費用負担を行い、施設予約管理システ

ム上のキャッシュレス決済を可能とすること。 
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エ 利用料金の減免 

芦屋市立潮芦屋交流センターの設置及び管理に関する条例施行規則に基づき、利

用料金及び駐車料金の全部又は一部を免除することがある。詳しくは芦屋市

立潮芦屋交流センターの設置及び管理に関する条例及び同施行規則を参照のこと。 

  オ 利用料金の返還

芦屋市立潮芦屋交流センターの設置及び管理に関する条例施行規則第９条の規定

に基づき、利用料金を返還することがある。詳しくは、芦屋市立潮芦屋交流センター

使用料に関する取扱い要領について市に確認すること。

カ 入場制限 

次のいずれかの一つに該当する場合は入場しようとするものを入場させ

ず、また、入場者を退場させることができる。 

(ｱ) 泥酔者 

(ｲ) 感染症の疾患であると認められる者 

(ｳ) 他人に危害を及ぼし又は他人の迷惑となる物品若しくは動物を携帯す

る者 

(ｴ) 他人に不快感を与える恐れのある者 

(ｵ) この施設を使用することがその者にとって危険であると認められる場

合 

キ 路上生活者に対する措置 

路上生活者が起居の場所として使用し、一般の施設利用者の適正な利用が

妨げられている場合は市こども福祉部福祉室生活援護課と協力して必要な

措置をとること。 

(2) 施設利用にあたってのサービス、指導等 

ア サービスに関すること 

(ｱ) 施設利用の案内業務（電話対応含む。） 

(ｲ) 負傷者、急病人の対応 

(ｳ) 台風や大雨、大雪、震災等の自然災害時における避難誘導等の対応 

(ｴ) 年少者、高齢者、障がいのある人等への配慮 

(ｵ) その他敷地内施設における対応 

イ 指導等に関すること 

(ｱ) 危険な行為による事故の防止や他の利用者への迷惑行為の防止のため

に利用状況を適宜把握し、必要に応じて利用指導等を行うこと。 
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(ｲ) 利用後の清掃・片付けなどは利用者自身に行ってもらうよう指導するこ

と。 

(ｳ) 利用者への使用上の注意を説明すること。 

(ｴ) 付属設備、備品等について、利用者が円滑に利用できるよう必要な指導、

助言等を行うこと。 

(ｵ) 調理室を除き、敷地内においては原則、火気の使用を禁止すること。 

(ｶ) 敷地内は禁煙とし、喫煙場所は設けないこと。 

ウ トラブル対応に関すること 

(ｱ) 重要事項や指定管理者への要望や苦情、トラブル等は、迅速、適切に処

理し、速やかに市に報告すること。 

(ｲ) 盗難事故及び事件の防止措置をとること。 

エ 拾得物・残置物の処理に関すること 

(ｱ) 拾得物は拾得物の台帳を作成し、原則として所轄の警察署に届けること。 

(ｲ) 施設内に残置された自転車等で持ち主が不明であり、明らかに廃棄物と

判断されるものについては処分すること。 

(ｳ) 廃棄したものかどうか疑わしい場合は１４日間、撤去要請の告示（貼り

紙）をした後所有者が不明の場合に処分すること。 

オ 注意報・警報等の対応 

(ｱ) 荒天が予想される場合には、事前に備品等の固定又は収納を行うこと。 

(ｲ) 荒天後は敷地内を巡視し、災害の有無を点検し、重大な事故がある場合

は速やかに市に報告を行うとともに二次災害を引き起こさないよう処置

を行うこと。 

(ｳ) ＰＭ２．５注意喚起情報及び光化学スモッグ注意報が発令された場合は、

施設内アナウンス放送により利用者に警告するとともに、その旨を掲示し、

屋外交流広場を臨時閉場すること。 

(3) 日常業務 

ア 始業及び終了点検など、施設及び設備に係る日常の業務を行うこと。 

イ 防犯上、終了時の施錠は施設建物全体を確認すること。 

ウ 利用者に対し、ごみ持ち帰りの周知徹底など、衛生環境の確保に努めるこ

と。 

(4) 組織体制及び人員配置等 

  ア 施設管理運営業務を実施するために必要な業務執行体制を確保するとと
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もに、労働基準法等関係法令を遵守し、管理運営を効率的に行うための業務

形態にあった適正な人数の職員を配置すること。 

イ 専任の総括責任者を１名配置すること。 

ウ 職員の勤務体制は、施設の管理運営に支障がないように常時２名以上配置

するとともに、利用者の要望にこたえられるものにすること。 

エ 職員の資質向上を図るため、研修を実施するとともに、必要な知識と技能

の習得に努めること。 

(5) その他施設の管理に関すること 

ア 市の承認なしに、施設の設備及び備品を第三者に譲渡し、転貸し、又は貸

借権その他の使用若しくは収益を目的とする権利を設定することはできな

い。 

イ 消耗機材等の購入、各種契約、光熱水費・通信運搬費・テレビや J-COM 受

信料等の支払いなどすべての事務を行うこと。運営管理上必要となる光熱水

費等は原則指定管理者の負担となる。 

ウ 「Ashiya Free Wi-Fi」の管理運営は、原則市が行う。 

エ 施設の管理に当たっては、省エネルギー、廃棄物の発生抑制、リサイクル

の推進、環境負荷の低減に資する物品等の調達（グリーン購入）など、環境

に配慮した効率的・効果的な運営を行うこと。また、芦屋市環境計画等に基

づき、市が施設のエネルギー使用量等の情報を求めるときは協力すること。 

  オ 施設の敷地内に、指定管理者が通勤用の自動車駐車場を設ける場合には、

目的外使用許可を得て行うものとし、使用料を市へ納付すること。 

  カ 指定管理者としての業務に関する経理は、団体等の通常の経理に使用する

口座とは別に専用口座を設け、管理すること。また、指定管理者としての業

務に係る経理とその他の業務に係る経理を区分すること。 

  キ 指定管理者の従事者のうち１名は、甲種防火管理者の資格を有し、消防計

画を所管消防署に提出すること。 

７ 維持管理 

利用者が安心して施設を利用でき、快適かつ楽しく利用できるように常にこれ

らを適正な状態を維持すること。 

施設の安全管理を行うにあたり、指定管理者は、適切な方法で施設の点検を実

施し、「芦屋市公共施設維持管理マニュアル」を基に、点検の記録及び対応チェ
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ックリストを作成し、市に報告すること。また、問題があれば迅速かつ的確に処

理し、市に報告すること。（下記が例示項目） 

対象設備・項目 想定事故 管理内容・実施頻度 

館内清掃  定期清掃（開館日） 

屋外清掃  定期清掃（週２回） 

不定期清掃 

 館内のワックス掛け（フローリ

ング床、樹脂床部）ガラス窓、排

水管及びタイル洗浄 

テニスコート整地  砂の整地（月２回） 

剪定・除草 
 剪定（年２回以上） 

除草（年２回以上） 

施設の夜間監視 

 施設施錠後の防犯・火炎監視、非

常通報サービス（施錠後～開錠

まで毎日） 

自家用電気工作物 漏電 

高圧受電設備、低圧電路の絶縁、

変圧器の点検 

デマンド監視報告（隔月） 

キュービクル点検（年２回）  

エレベーター 故障 

遠隔点検（月１回） 

定期点検（年４回） 

保守、緊急時の対応 

冷暖房設備 故障 
保守点検（年２回） 

フロン点検（年４回） 

消防用設備 
有効期限切れ・設

置場所表示の不備 

防火対象物点検（年１回） 

設備機器点検（年１回） 

駐車場出入口設備 設備故障 定期点検（年４回） 

自動扉（正面入口、西入

口） 
故障 保守点検（年４回） 

環境衛生保全 悪臭、汚れ 

トイレ・更衣室内の薬品・香料・

消耗品の交換、機器の維持管理

（年６回） 

ピアノ 正しい音が出ない 
調律、鍵盤フレンジコード点検、

修理（年１回） 

(1) 修繕 
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施設及び設備に危険箇所・破損箇所等がないか、定期的に点検すること。不

具合を発見した場合は、直ちに市へ報告するとともに、利用を一時停止又は応

急処置をする等、劣化や損傷部分、性能又は機能を実用上支障のない状態まで

回復させる修繕・改善の措置をとること。 

修繕を行う場合は、原則として複数の事業者から見積もりを取得し、最も低

い額の見積もりを提出した事業者と契約すること。ただし、緊急を要する修繕

及び複数の事業者からの見積もりを取得することが客観的に困難であると市

が認める場合についてはこの限りではない。 

なお、修繕費が１件あたり３０万円（消費税等を含む。）以上の修繕は市と協

議を行うものとする。３０万円（消費税等を含む。）未満の修繕は指定管理者が

負担する。 

(2) 潮芦屋交流センター全施設  

ア 開館日の開館前に行う業務として、施設の点検及び清掃を行い、ごみやほ

こり、汚れ等が無く、消耗品も欠落しないように常に施設を清潔かつ正常に

維持すること。また、施設ごとの状況により日常清掃と定期清掃を適宜組み

合わせて実施すること。 

イ 施設内のトイレの便器、洗面所等の洗浄、汚物類の収集処理、床面拭き掃

き、壁面及び鏡面の雑巾がけ、トイレットペーパー及び洗浄剤の補充等、利

用者が快適に利用できるよう、適切に行うこと。 

ウ 随時行う業務として、除草、散水、道具の手入れ等を行うこと。 

エ 施設内で発生したごみは分別収集し、処分すること。 

 (3) 駐車場 

ア 日常的に行う業務として、車止め等施設の点検を行い、良好な状態を保つ

こと。 

イ 利用者が多数訪れる時期は、周辺道路に違法駐車が発生し易く、近隣住民

だけでなく他の利用者への迷惑となるので、当駐車場への利用を促すような

対策を講じること。 

ウ 料金精算機のつり銭の補充を適宜行うこと。 

エ 駐車券発券機及び料金精算機のトラブルについては、出来る限り早急に処

理すること。 

(4) 簡易専用水道設備（受水槽） 

水道法に基づく法定検査を毎年１回、定期的に受けるとともに、水道法施行
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規則（管理基準）に基づき、１年以内ごとに１回、定期的に貯水槽の清掃を行

うなど、適正な管理を行うこと。 

また、水道法の規制対象外である小規模貯水槽に該当する場合も、芦屋市水

道事業給水条例に基づき、簡易専用水道に準じた適切な管理を行うこと。 

(5) 屋外交流広場等 

  ア コートの砂を均等に整地すること。（月２回） 

イ 落葉時期は舗装路や施設周辺を中心に日常的に清掃を行うこと。 

ウ 日常的に施設（更衣室含む。）の巡視点検、清掃（ごみ拾い等）を行うこ

と。 

エ 植込み地等の除草を年２回以上行うこと。 

オ 低木の刈込みを適時行うこと。（年２回以上） 

  カ 高中木の剪定については、必要に応じて実施すること。 

キ 植栽地における病害虫の発生状況の点検及び初期防除に留意すること。業

務計画書に散布時期、使用薬品、散布方法を記載し、市の承諾を得ること。

薬品の選定、散布方法等については関係法令を遵守し適切な計画を立てるこ

と。また、散布の際は付近に利用者がいないか等の安全確認に留意すること。 

雨天を避けるなど効果的な噴霧方法をとること。 

ク 枯損植物、枯れ枝、支障枝は除去すること。 

ケ 照明灯の不点、電気機械施設の故障は速やかに修繕すること。 

コ 各種サイン、案内板などについては、表面の汚れをふき取るなどの清掃を

月１回行うこと。 

サ ベンチ、テーブル、手すりの清掃については、ふき掃除を適宜行い、利用

に支障をきたすような汚れがある場合は、その都度清掃を行うものとする。 

シ 施設内、駐車場内の落ち葉、ごみ等の清掃は週２回とするが、日常の巡回

の際にも、ごみを認めた場合は、回収すること。 

ス ごみステーションは不用意に立ち入られないように門扉は常時施錠し、不

法投棄を防ぐなど適切に管理すること。 

(6) 備品 

ア 備品の点検を定期的（年２回）に行い、良好な状態を保つこと。また、不

具合が生じた場合は、随時補修すること。什器・備品等の修繕費については

指定管理者の負担とする。 

イ 貸与備品が経年劣化や破損等に伴い買い換え等の措置が必要となったと
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きは、市に備品の状態等について報告し、３０万円（消費税等を含む。）未

満の備品については、指定管理者の負担とする。３０万円（消費税等を含む。）

以上の備品が必要となった場合は、あらかじめ市と協議を行うものとする。 

ウ 備品の廃棄等の移動が生じた場合は、市に報告すること。 

エ 指定管理料及び利用料金等の範囲内で購入した備品は、原則市に帰属すべ

きものとし、市に報告すること。 

オ 自己の所有する備品を持ち込み、又は購入した場合は、持込備品管理簿に

記載すること。 

カ 指定期間の満了又は指定の取消しにより管理を終了したときは、持ち込ん

だ備品を直ちに自己の負担において撤去すること。ただし、市の承認を得た

ときは、この限りでない。 

キ 備品台帳及び持込備品管理簿と備品を整理照合し、年１回市に報告するこ

と。 

ク 利用者が利用できるようにコピー機を設置すること。その際、市の承認を

得た金額での利用料金の徴収は可能であることとし、利用料金は指定管理者

の収入とする。コピー機の設置については、あらかじめ市に申請を行い、許

可を受けること。また、別途、市に使用料を支払うこと。 

(7) 巡視・点検 

原則として毎日随時行うものとする。常駐者を配置し、目視及び点検により、

設備等の安全確認を行うこと。 

(8)  指定管理者の標記 

維持管理業務の遂行に関して団体名を表示する場合は、「施設名（指定管理

者：○○○○）」と標記すること。施設等が指定管理者により管理・運営され

ていることを利用者に周知するため、施設内や案内やパンフレット等に指定管

理者名等を次のように表示すること。 

市指定の事業 自主事業 

事業に係る 

広報等の標記 

【＊主催等の標記が

必要な場合】 

施設名 

（指定管理者：○○○○） 

【＊主催：芦屋市又は施設

名】 

施設名 

（指定管理者：○○○○） 

【＊主催：施設名、○○○○】

【芦屋市名は不可】 

＊標記例 
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芦屋市が設置した潮芦屋交流センターは、指定管理者である○○○○が管理運営

を行っています。 

連絡先 潮芦屋交流センター（指定管理者：○○○○） 電話番号 ○○-○○○○ 

８ 指定管理者が行う事業等 

  ひょうご多文化共生社会推進指針が掲げる総合的な取組方針に基づき、市内在

住外国人の増加や多国籍化に対応し、外国人材の参画を促進するため、以下の事

業を実施すること。 

(1) 多文化共生推進事業 

 ア 多文化共生推進のための事業（市内在住外国人による発信の機会創出、地

域住民と市内在住外国人との交流イベント等、年３回以上）の実施 

   市内在住外国人が参画し、企画すること。また、市内在住外国人が中心と

なる事業を行うこと。 

イ ボランティア（外国人に日本語を教えるボランティア、災害時の外国人に

対する外国人協力者、外国語の翻訳・通訳ができるボランティア等）の育成、

研修の実施（年２回以上） 

ウ 多文化共生に関する情報提供 

  地域の大切な情報を、ＳＮＳなど様々なツールを使って届きにくいところ

にも提供すること。また、多文化共生理解の啓発を行うこと。

(2) 市内在住外国人に対する支援事業 

ア 市内在住外国人への日本語教室（１コマ９０分程度、週３コマ以上） 

それぞれ目標設定を明確にし、達成度を月次報告で報告すること。 

イ 市内在住外国人への防災に関する情報提供など  

  やさしい日本語、英語、中国語、スペイン語、ベトナム語その他１言語以

上をを活用した事業を提案すること。 

ウ 市内在住外国人のための相談窓口設置（英語、中国語、スペイン語、 

ベトナム語、その他１言語以上、各言語月１回以上開設） 

社会福祉協議会をはじめ必要な機関と連携し、社会保障制度の活用など、

問題の解決を図る方法を検討・提案すること。 

 (3) 国際交流関係団体のマネジメント、活動等の支援に関すること 

   市内外国人関係団体どうしのつながりを強化し、協働を促進すること。 

(4) 姉妹都市交流事業（アメリカ合衆国カリフォルニア州モンテベロ市） 
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   姉妹都市提携をしている、モンテベロ市との交流事業を実施することとしま

す。なお、事業を実施する際は、本市と協議のうえ実施するものとします。 

ア 姉妹都市交流事業の企画及び実施 

イ  情報掲示板等情報コーナー等を活用した情報提供 

 (5) 施設に対する市民の理解や満足度に関すること 

ア 施設のパンフレット等の作成・配布 

イ 施設ホームページの運営 

※上記ア、イについては、やさしい日本語、英語を必須とし、できる限り、中

国語、ベトナム語など、それ以外の言語でも対応すること。また、ＳＮＳな

どを利用し、より積極的な情報発信方法を検討・提案すること。 

ウ 施設の提供に関すること 

指定管理者は、利用者本位の運営を行い、親切丁寧な接遇を心がけ、常に

サービスの向上に努め、利用人数・利用件数の増加に努めること。 

９ 自主事業等 

(1) 自主事業に関すること 

 指定管理者は、施設の設置目的に合致し、かつ本来の業務の実施を妨げない

範囲 において、事前に事業計画を提出し、市の承認を得たうえで、管理者の

責任にて自主事業を行う。なお、自主事業に要する経費は指定管理者の負担と

し、事業で得た収入は指定管理者の収入とする。また、自主事業を実施するた

めに必要な許可等の手続き及び関係機関との協議は、指定管理者が行うこと。 

(2) 施設の設置目的外の事業に関すること 

指定管理者は、自動販売機、売店の設置等、施設の設置目的外の使用をする

ときは、あらかじめ市に申請を行い、許可を受けること。また、指定場所のみ

とし、別途、市に使用料を支払うこと。 

１１ 指定管理者と芦屋市の責任分担

指定期間内における責任分担については下表を基本として対応するものとす

る。

項目 指定管理者 芦屋市

運営の基本的考え方 ◎
○

条例・規則事項
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広報 ◎
○

市広報関係

潮芦屋交流センターの管理

運営
◎

管理棟、倉庫等の物品管理 ◎

潮芦屋交流センターの法的

管理（占用・行為許可）

○

書類受付・交付事

務に限る

◎

苦情対応 ◎ ○

事故対応 ◎

災害復旧
○

応急復旧の実施
◎

不可抗力に伴う経費

◎

事業履行不能によ
る収入減及び不可
抗力事由に伴う右
記以外の経費

○

施設設備等の修復の

ための経費

１件３０万円未満（税込）

の修繕
◎ 

１件３０万円以上（税込）

の修繕・改修等
◎

賠償責任（指定管理者に帰

責事由がある場合）
◎

賠償責任（市に帰責事由が

あるもの）
◎

金利変動に伴う経費の増 ◎

物価変動に伴う経費の増 ◎

施設の管理運営に影響を及

ぼす税制・法令等の変更
◎

※本表に定める事項で疑義がある場合又は本表に定めのないものについては、協議事項とする。 

(1) 災害発生時 

地震、大火災などの災害発生時には、潮芦屋交流センターは芦屋市地域防災

計画において「避難所、指定緊急避難所、外国人相談所、自主避難所」として

位置付けしているので、災害時には救援物資の集配基地など防災拠点としての
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必要な役割を担うこと。＊なお、避難所等として使用する場合の取り扱いにつ

いては別紙参照のこと。 

また、災害発生の状況により、芦屋市災害対策本部の指示に基づき、施設を

長期に使用する可能性があるため、適切に対応できるよう指定管理者は体制を

整備すること。 

(2) 損害賠償・損害保険 

指定管理者の責に帰するべき事由により、市又は第三者に損害を与えた場合

には、指定管理者がその損害を賠償すること。施設において、事故が発生した

場合に備えて、指定管理者はあらかじめ事故対応マニュアルを定めるとともに、

事故発生時には直ちにその旨を市に報告すること。 

指定管理者は、管理上の瑕疵による事故に対応するため、施設賠償責任保険

（指定管理者特約条項付き）に加入すること。 

(3) 不可抗力 

市は、指定管理者に対して不可抗力（暴風、豪雨、洪水、地震、落盤、火災、

騒乱、暴動、その他の市又は指定管理者のいずれの責めにも帰すことのできな

い自然的又は人為的な現象のうち通常の予見可能な範囲外のもの）による休業

補償は行わない。 

(4) 運営リスク 

市は、施設及び機器の不備又は施設管理上の瑕疵並びに火災等事故による臨

時休業等に伴う補償は行わない。

（5） 消費税及び地方消費税の税率変更に係る見直し

税率変更があった場合は、協議の上、指定管理料（利用料金）の見直しを行

うものとする。
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ＮＰＯ法人芦屋市国際交流協会

（会長）　戸田　敬二

法人等名称 ＮＰＯ法人芦屋市国際交流協会

住　　　所 兵庫県芦屋市大原町2-6　ラ・モール芦屋203室

代表者氏名 （会長）　戸田　敬二

役　員　数 ２２名

従業員数 ６名

法人等名称

住　　　所

代表者氏名

役　員　数

従業員数

法人等名称

住　　　所

代表者氏名

役　員　数

従業員数

潮芦屋交流センター管理グループ

（代表取締役）　坂下　江里子

法人等名称 エスト株式会社

住　　　所 大阪府大阪市都島区中野町5-14-3　708

代表者氏名 （代表取締役）　坂下　江里子

役　員　数 ４名

従業員数 ２１名

法人等名称 特定非営利活動法人尼崎市国際交流協会

住　　　所 兵庫県尼崎市開明町２丁目1-1

代表者氏名 （理事長）　太田垣　亘世

役　員　数 ９名

従業員数 ２名

法人等名称

住　　　所

代表者氏名

役　員　数

従業員数

代 表 者

法
人
①

法
人
②

法
人
③

芦屋市立潮芦屋交流センター指定管理者応募法人概要
申請法人１

代 表 者

法
人
①

法
人
②

法
人
③

申請法人２
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審査要領

芦屋市立潮芦屋交流センター指定管理者選定審査要領 

１ 選定基準等 

(1) 選定基準及び配点 

   別紙「芦屋市立潮芦屋交流センター指定管理者選定基準」のとおり。 

 (2) 配点の考え方 

①管理運営に当たっての基本方針４０点、②管理体制４０点、③施設の維持・管理運営１

００点、④事業への取り組み１００点、⑤自主事業案６０点及び⑥管理運営費６０点とする。 

２ 選考基準の根拠 

芦屋市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例第４条 

３ 選定の方法 

 (1) 第一次選考 

     施設の安全対策等から鑑みて、公の施設の管理者としての最低条件として、次の条件のい

ずれかに該当する法人等は除外とする。 

ア 提案した額が予定価格を超える法人等 

イ 経営状態について懸念のある法人等 

ウ 管理運営について懸念のある法人等 

※ 「経営状態、管理運営について懸念のある法人等の定義」

経営状態は、決算書の数値に明らかな問題がないかを審査する。

例えば、債務超過、継続的な赤字及び資金収支がマイナスになっていないかといった点。

管理運営は、沿革・役員構成・組織図・業務分担等に明らかな問題がないかを審査する。

例えば、役員が頻繁に交替している、共同事業体内の役割分担に無理がないかといった点。

なお、指定管理者の選定においては、基本的に第二次選考まで進むことを想定しているた

め、第一次選考で除外する法人等については、経営状態や管理運営について、書類審査段

階で明らかに懸念がある者を想定している。

 (2) 第二次選考 

     第一次選考を通過した法人等を対象に書類及び面接による審査を行い、その後、芦屋市立

潮芦屋交流センター指定管理者選定基準に基づいて指定管理者候補者を選定する。 

   選定結果は理由も明示する。また、基準点を満たした上で次点候補者を選定する。 

４ 採点の方法 

(1) 選定・評価委員５人の審査点数の合計によるものとする。 

    候補者選定の要件として、選定基準の「１管理運営に当たっての基本方針、２管理体制、 

３施設の維持・管理運営、４事業への取り組み、５自主事業案、６管理運営費」の審査項目 

ごとに各配点の１００分の５０以上かつ採点合計が総配点の１００分の７０以上を満たすこ 

ととし、これを下回った候補者は選定しないものとする。 

   同点の場合については、当該応募団体の最高点と最低点を除いた合計点数により指定管理

者候補者を選定する。 

(2) 別紙「芦屋市立潮芦屋交流センター指定管理者選定基準」に基づき審査する。 

５ 評点について 

(1) 審査項目３細目(1)(4)、審査項目４(1)(2)、３０点満点とする。合格点の目安を２１点と

し、採点を行うものとする。 
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審査要領

(2) 審査項目１細目(1)、審査項目２、審査項目３(2)(3)、審査項目４(3)、審査項目５、審査

項目６(2)(3)については、２０点満点とする。合格点の目安を１４点とし、採点を行うもの

とする。 

 (3) 上記の細目以外については、１０点満点とする。合格点の目安を７点とし、採点を行うも

のとする。 

（指標） 

評価 配点 10 点の細目 配点 20 点の細目 配点 30 点の細目 

非常に優れている 10 20 30 

優れている 9 18 27 

やや優れている 8 16 24 

問題はない 7 14 21 

やや問題がある 
6 12 18 

5 10 15 

問題がある 
4 8 12 

3 6 9 

非常に問題がある 
2 4 6 

1 2 3 

審査基準に示した内容に対し 

て、該当する提案等がない 
0 0 0 
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選定基準

芦屋市立潮芦屋交流センター指定管理者選定基準

審査項目及び審査基準 配点ウエイト 採点

１ 管理運営に当たっての基本方針 ４０点

(1) 管理運営に当たっての基本方針について

・提案全体を通じて、市内在住外国人の状況や施設の設置目的

を的確に把握し、市の施策に協力する姿勢が見られるか

・利用者が限られるような事業内容ではなく、広く市民が平等

に利用、参加できるものとなっているか

(２０点) 

(2) 団体の理念及び運営方針について

・管理運営にふさわしい理念及び運営方針を持っているか

・指定管理者の立場を踏まえて、仕様書に記載した関係法令を

理解し、遵守する姿勢があるか

(１０点) 

(3) 団体の業務推進能力について

  ・業務を遂行できる安定的な財政基盤を有しているか

  ・業務を遂行できる適正な団体構成となっているか

(１０点) 

２ 管理体制 ４０点

(1) 潮芦屋交流センターの管理体制について

・管理責任者及び管理体制について実行可能な提案がされてい

るか

  ・従業員は適正に配置されているか（閉館時間である午後９時

３０分まで）

  ・人材育成についての考え方が示されているか

(２０点) 

(2) 緊急時の対応について

  ・事故発生時の対応が十分であるか

  ・災害発生時の対応が十分であるか

  ・災害時外国人相談所の体制について、実行可能な提案がされ

ているか

(２０点) 

３ 施設の維持・管理運営 １００点

(1) 施設の維持管理について

  ・施設の設備保守、点検、清掃、警備等、必要な施設の維持管

理を安全、適切に行う提案が示されているか 

(３０点) 
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選定基準

(2) 個人情報保護の措置について

・個人情報保護の重要性について理解し、保護をするために十

分な措置を講じているか

(２０点) 

(3) 管理の質及び利用者サービス向上の取り組みについて

・管理の質及び利用者サービス向上について具体的な提案がな

されているか

・問い合わせや苦情への対応体制が具体的に提案されており、

その体制が適切であるか

 ・利用者対応（接遇対応）の向上のための措置を講じているか

  ・自己評価についてどのように取り組んでいるか

(２０点) 

(4) 有料施設の管理運営について

・有料施設の運営の考え方が明確に示されており、公平・公正

な運営が行われるか

・潮芦屋集会所、国際交流センターとして地域住民が安心して

利用できるような施設運営がなされているか

・提案内容に創意工夫がみられるか

(３０点) 

４ 事業への取り組み １００点

(1) 多文化共生推進事業について

  ・提案内容は仕様書（多文化共生推進のための事業、ボラン

ティア、多文化共生に関する情報提供）に即し、かつ実現

性があり具体的な内容となっているか

・提案内容に創意工夫がみられるか

・市内在住外国人の参画を促進し、交流を促す内容となってい

るか

(３０点) 

(2) 市内在住外国人に対する支援事業について

  ・提案内容は仕様書（市内在住外国人への日本語教室、市内

在住外国人への防災に関する情報提供など、市内在住外国

人のための相談窓口設置）に即し、かつ実現性があり具体

的な内容となっているか

・提案内容に創意工夫がみられるか

・市内在住外国人のニーズの把握に努め、問題解決につながる

(３０点) 
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選定基準

内容であるか

(3) 国際交流関係団体のマネジメント、活動等の支援について

  ・提案内容は仕様書に即し、かつ実現性があり具体的な内容と

なっているか

・提案内容に創意工夫がみられるか

・団体同士のつながりを強化し、協働を促進する内容となって

いるか

(２０点) 

(4) 姉妹都市交流事業について

・提案内容は仕様書に即し、かつ実現性があり具体的な内容と

なっているか

・提案内容に創意工夫がみられるか

(１０点) 

(5) 施設に対する市民の理解や満足度に関することについて

・提案内容は仕様書（パンフレット作製、ホームページ作成、

接遇）に即し、かつ実現性があり具体的な内容となっている

か

・提案内容に創意工夫がみられるか

(１０点) 

５ 自主事業案 ６０点

(1) 事業内容について

  ・提案内容が施設の設置目的に沿っているか

(２０点) 

(2) 地域コミュニティ発展への取り組みについて

  ・外国人を含む多くの市民が参加できる取り組みが具体的に提

案されているか

(２０点) 

(3) 創意工夫について

  ・指定管理事業とは違った手法で、施設の設置目的に沿った相

違工夫のある自主事業を展開する提案であるか

  ・利用者の意見やニーズの抽出から改善への体系が提案されて

いるか

(２０点) 

６ 管理運営費 (予定価格を上回る場合は失格) ６０点

(1) 管理運営費の提案に工夫が見られるか (１０点) 

(2) 管理運営費の積算の根拠が明確で適切になっているか (２０点) 
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選定基準

・見込まれる予算の範囲内において、管理運営にかかる経費が

適正に見込まれているか

・自主事業、独自事業（団体の事務等含む）と収支を明確に分

けているか

(3) 適正な人件費になっているか (２０点) 

(4) 適正な損害保険加入になっているか (１０点) 

合計点数 ４００点
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芦屋市立潮芦屋交流センター指定管理者候補者選定　審査採点表

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ

１ 管理運営に当たっての
基本方針

40点 32点 31点 33点 32点 28点 26点 30点 25点 24点 29点
（１）管理運営に当たっての基本方針
について （20）点 16 16 16 16 14 12 16 12 12 14
（２）団体の理念及び運営方針につい
て （10）点 8 7 10 8 7 8 7 6 6 7

（３）団体の業務遂行能力について （10）点 8 8 7 8 7 6 7 7 6 8

２　管理体制 40点 30 32 28 28 30 26 30 24 28 30
（１）潮芦屋交流センターの管理体制
について （20）点 16 16 14 14 16 12 16 12 14 18

（２）緊急時の対応について （20）点 14 16 14 14 14 14 14 12 14 12

３　施設の維持・管理運営 100点 76 75 75 66 78 78 73 67 61 78

（１）施設の維持管理について （30）点 24 24 24 24 24 27 24 21 21 24

（２）個人情報保護の措置について （20）点 14 14 14 14 14 16 14 14 14 14
（３）管理の質及び利用者サービス向
上の取り組みについて （20）点 14 16 16 14 16 14 14 14 12 16

（４）有料施設の管理運営について （30）点 24 21 21 14 24 21 21 18 14 24

４　事業への取り組み 100点 74 75 73 78 64 60 73 68 60 52

（１）多文化共生推進事業について （30）点 24 24 21 24 18 18 24 21 15 15
（２）市内在住外国人に対する支援事
業について （30）点 24 21 21 24 12 18 21 21 18 15
（３）国際交流関係団体のマネジメン
ト、活動等の支援について （20）点 12 14 14 14 18 12 14 14 14 12

（４）姉妹都市交流事業について （10）点 8 8 10 9 9 6 7 6 7 3
（５）施設に対する市民の理解や満足
度に関することについて （10）点 6 8 7 7 7 6 7 6 6 7

５　自主事業案 60点 40 44 44 48 40 34 42 36 34 38

（１）事業内容について （20）点 14 16 14 18 14 14 14 12 14 12
（２）地域コミュニティ発展への取り組
みについて （20）点 12 14 14 16 12 10 14 12 10 14

（３）創意工夫について （20）点 14 14 16 14 14 10 14 12 10 12

６　管理運営費 60点 52 44 45 45 46 48 42 36 40 45
（１）管理運営費の提案に工夫が見ら
れるか （10）点 8 7 7 8 8 7 7 6 7 7
（２）管理運営費の積算の根拠が明確
で適切になっているか （20）点 18 14 14 16 14 18 14 12 14 14

（３）適正な人件費になっているか （20）点 16 14 14 14 14 16 14 12 12 14
（４）適正な損害保険加入になってい
るか （10）点 10 9 10 7 10 7 7 6 7 10

合計点数 400点 304 301 298 297 286 272 290 256 247 272

総合計点数 2000点

審査項目及び審査基準 配点

ＮＰＯ法人芦屋市国際交流協会 潮芦屋交流センター管理グループ

1486 1337
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令和５年１０月１６日

芦屋市長 髙島 崚輔  様

芦屋市指定管理者選定・評価委員会

委員長 倉本 宜史

芦屋市立潮芦屋交流センター指定管理者候補者の選定について（報告）

 標記のことについて厳正に審査した結果、別紙のとおり選定したので報告し

ます。
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